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１－１．策定趣旨 

本市では、地震をはじめ、風水害等あらゆる災害に的確に対応できる防災指令拠点の機能強化

策について検討するため、令和元年 12 月に、光市防災機能強化基本構想（以下「基本構想」とい

う。）を策定しました。 

基本構想では、本庁舎は耐震性の不足や老朽化の進展、新たなスペースの確保が難しいことな

ど、建物自体に大きな課題を抱えていることから、災害警戒時や対応時における各部局とのスム

ーズな連携が可能である本庁舎敷地内に高い耐震性を備えた防災指令拠点施設を新たに整備し、

防災システムの高度化を図ることによって、迅速な初動対応の確保とライフライン遮断時の災害

対応の継続性を確保するという機能強化策を示しました。 

光市防災指令拠点整備基本計画（以下「基本計画」という。）は、基本構想で示した整備方針等 

を踏まえながら、防災指令拠点施設の具体的な整備位置をはじめ、必要な諸室と規模、諸室の配

置要件、構造、設備、総合防災情報システムに求める機能などについて検討し、設計の指針（設

計与条件）を定めるものです。 
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１－２．位置づけ 

基本計画は、基本構想に基づき防災指令拠点施設の整備に必要な諸条件の整理を行い、設計の

指針（設計与条件）を示すものです。

■基本計画の位置づけ 

基本構想

•本庁舎の防災機能の現状と課題を整理し、防災指令拠点の機能強
化の基本方針や防災指令拠点施設の整備方針を示しました。

基本計画

•防災指令拠点施設の整備に向けて、具体的な課題や条件を整理し、
整備位置、全体規模、必要な諸室、システムや各種設備に求める
機能など、設計の指針（設計与条件）を示します。

基本設計

•基本計画で示す設計の指針を整理し、規模、構造、配置、各階平
面図、立面図及び断面図を確定し具体的な機能や設備、内外のデ
ザイン、工事費概算、工事工程計画等を基本設計図書としてまと
めます。

実施設計

•基本設計図書に基づいて、デザインと技術面の両面にわたって詳
細な設計を進め、工事契約の締結や工事の実施に必要な実施設計
図書を作成します。

着工 

現在

令和元年

12 月策定 

今
後
の
取
組
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２－１．本庁舎が有する防災機能の現状と課題 

基本構想において、本庁舎が有する防災機能の現状と課題を次のとおり整理しました。 

（１）耐災性 

ア 地震 

   ＜現状＞ 

・耐震二次診断における Is 値は、目標値の 0.72 を全て下回っている。 

    ・下水道機能の停止に対応するための排水設備がない。 

   ＜課題＞ 

   ・南海トラフ地震などの大規模地震にも耐えられる高い耐震性を備えた防災指令拠

点が必要。 

    ・停電、断水等による下水道機能の停止に備えて、緊急排水設備の設置等による汚

水対策が必要。 

イ 風水害 

   ＜現状＞ 

    ・本庁舎の電力供給を担う設備がある地下階への浸水の可能性がある。 

   ＜課題＞ 

    ・地下階への浸水による電源喪失等を防ぐことが必要。 

（２）災害対策本部機能 

＜現状＞ 

    ・各対策部及び消防、警察、自衛隊、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の関係機関 

    が活動するための十分なスペースを確保することが難しい。 

    ・災害対策本部等を設置する場合には、必要な資機材等を確保し、搬入している。 

    ・現場から災害対策本部に報告が上がるまでに一定の時間を要するなど、リアルタ

イムでの情報共有が難しい。 

電気室 
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＜課題＞ 

    ・迅速な初動を確保するためには、マルチモニターなどを常設した専用の災害対策

本部会議室が必要。 

 ・外部応援要員の受入れが可能となる新たなスペースの確保が必要。 

    ・現場の被害状況等の災害情報をスムーズに共有できるシステムを導入することが

必要。 

 ・雨量等の情報を分析し、災害対策本部の迅速かつ正確な意思決定を支援するシス

テムの導入を検討することが必要。 

（３）通信・情報発信及び電力供給機能 

   ＜現状＞ 

    ・外部からの電力供給が停止した場合、小型又は中型の可搬式発電機による応急的

な対応となり、災害対応活動が著しく制限される。なお、県防災行政無線や市防

災行政無線には、個別に非常用発電設備を設置している。 

    ・地域イントラネットについては、各種サーバー類が設置されている本庁舎が基幹

網の外側に位置しており、基幹網との接続が１回線に限られていることから、耐

障害性が低い。 

＜課題＞ 

    ・外部からの電力供給が停止した場合、指令拠点としての機能を果たせなくなるお

それがあるため、非常用発電設備を備えることが必要。 

 ・情報通信機器を耐震性が確保された安全な場所に設置するとともに、通信回線を

多重化することで、より災害に強いネットワークを構築することが必要。 

災害対策本部会議レイアウト 非常参集訓練の様子

可搬式発電機 市防災行政無線非常用発電設備



第２章 基本構想の反映 

7 

（４）備蓄機能 

＜現状＞ 

    ・本庁舎における防災倉庫は、温度・湿度管理ができないことに加え、スペースが

狭小。 

    ・災害対応要員のための食糧や飲料水等の備蓄がない。 

＜課題＞ 

    ・本庁舎に調達物資の一次集積、配送拠点としての機能を持った基幹型防災倉庫を

整備することが必要。 

    ・大規模災害時に、職員や外部応援者などが災害対応活動を一定期間継続するため

の食糧や飲料水等の備蓄が必要。 

プレハブ倉庫 機械室の一部を利用
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２－２．防災指令拠点の機能強化の基本方針 

基本構想において、本庁舎が有する防災機能の現状と課題を整理した上で、次のとおり防 

災指令拠点の機能強化の基本方針を示しました。 

■防災指令拠点の機能強化の基本方針（基本構想より抜粋）

本庁舎における防災指令拠点機能を強化するため、 

安全性や機能性が高い新たな防災指令拠点施設を本庁舎敷地 

内に整備し、防災システムの高度化を図ることによって、 

発災時の初動確保や継続した災害対応を可能にする。 

基  本  

方  針 

課題１．耐災性 

◇耐震性の確保

◇排水機能の確保

◇地下階への浸水対策

課題２．災害対策本部機能 

◇災害対策本部の専用室・機材の設置

◇外部応援要員の受入れ機能の強化

課題３．通信・情報発信及び電力供給機能 

◇電源の確保

◇通信回線の多重化

課題４．備蓄機能 

◇基幹型防災倉庫の整備

◇災害対応要員のための備蓄確保

視点１ 

◇耐震性の確保と浸水対策

視点２ 

◇迅速な初動対応の確保

視点３ 

◇災害対応の継続

機能強化の視点 

◇災害情報共有システム等の整備

市民生活の安全・安心を確保する。 
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３－１．整備方針 

基本構想において、次のとおり防災指令拠点施設の整備方針を示しています。

 本章では、これら３つの整備方針を踏まえながら、防災指令拠点施設の整備に向けた具体的な

検討を行います。

■防災指令拠点施設の整備方針 

整備方針１ 高い耐震性を有し、あらゆる災害に対して、防災指令拠点としての機能を

発揮できる施設を整備 

整備方針２ 初動確保につながる機能や、最新の情報収集・分析・発信機能等を有し、

迅速かつ効果的な災害対応活動を展開することが可能な施設を整備 

整備方針３ ライフラインが遮断されても一定期間独立して災害対応を継続可能な施設

を整備 
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３－２．整備位置 

（１）基本構想における整理 

基本構想では、次の前提条件及び候補地選定の視点を踏まえた上で、防災指令拠点施設を整

備可能な２つの用地を示しました。

＜前提条件＞

  ・災害警戒時や対応時における各部局とのスムーズな連携が可能である本庁舎敷地内に整備

する。

 ＜候補地選定の視点＞ 

  ・安全性の確保を重視し、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域を避けて配置する。 

  ・来庁者や車両等の動線を確保するため、本庁舎正面玄関前の敷地や来庁者駐車場を避けて

配置する。 

■基本構想で示した防災指令拠点施設を整備可能な用地 

（約 1,500 ㎡） 
Ａ 

（約 1,500 ㎡）
Ｂ 
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（２）整備位置の選定 

基本構想で示した２つの用地を比較検討した結果、周囲の建築物との関係性、代替地確保の

容易さ、埋設物・支障物等の影響及び浸水の可能性の４項目において用地Ａが用地Ｂよりも適

している結果となりました。 

特に、周囲の建築物との関係性において、用地Ｂは、地震等で本庁舎の外壁等が損壊した場

合に影響を受けるおそれがあり、このことは防災指令拠点施設を整備する上での大きなデメリ

ットと言えます。 

一方、用地Ｂの方が用地Ａよりも適している項目は、建築設備計画の容易さの１項目のみと 

なっています。 

これらの結果から、本庁舎敷地（北側：用地Ａ）若しくはその周辺を防災指令拠点施設の最

適な整備位置とします。 

■整備可能な用地の比較 

用地Ａ 用地Ｂ 

現在の利用状況 ・職員用駐車場（約 70台） ・都市計画決定された緑地 

災害対策本部員の参

集の容易さ 

・同一敷地のため、参集は容

易である。 
◎

・同一敷地のため、参集は容

易である。 
◎

周囲の建築物との関

係性 

・周囲の建築物から受ける影

響はない。 

・隣接する民有地の居住環境

等に悪影響を与えないよう、

採光確保や騒音防止に配慮す

ることが求められる。 

〇

・地震等で本庁舎の外壁等が

損壊した場合に影響を受ける

おそれがあり、建物の安全確

保上好ましくない。 
×

代替地確保の容易さ 

・職員用駐車場であり、来庁

者等への影響は少ない。 

○

・庁舎前緑地の一部は都市計

画公園であり、見直しが必要

になる。 

・外構部に同規模の緑地を確

保する必要があり、手続きの

時間と整備費用が別途必要と

なる。 

△

埋設物・支障物等の影

響 

・敷地外縁部に水道管が埋設

されているが、建築計画等へ

の影響は低い。 

・敷地を平面的に使う場合、

高低差解消やそれに伴う既設

の擁壁の補強等が必要とな

る。 

〇

・下水本管が用地の中央を横

断するため、これを避けるに

は建物形状が限定される。ま

た、施工時（特に採掘時）に十

分な配慮が求められる。 

・下水本管を移設する場合、

多額の費用を要することが懸

念される。 

△
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建築設備計画の容易

さ 

・本庁舎から少し離れるた

め、電気幹線の切り回しや送

りの距離がやや長くなる。 

〇

・本庁舎と近接するため、電

気幹線の切り回しや送りが容

易である。 

◎

浸水の可能性 

・用地Ｂに比べると、標高が

少し高いため、内水氾濫等に

よる浸水の可能性が低くな

る。 

◎

・用地Ａに比べると、標高が

少し低いため、内水氾濫等に

よる浸水の可能性が高くな

る。 

〇

総合評価 ◎ △ 

■防災指令拠点施設を整備可能な２つの用地の現況 

用地Ａ 

用地Ｂ 
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３－３．必要な諸室と規模等 

（１）必要な諸室 

防災指令拠点施設に必要な諸室とその利用イメージは次のとおりです。

ア 災害対策本部会議室 

災害対策本部長以下本部員が参集し、気象状況や被害状況等の情報収集、関係機関との調

整、活動方針や市民への情報伝達内容の決定など、災害対応に係る意思決定を行うための室

であり、複数の情報を同時に表示可能なマルチモニターの設置を想定します。

イ 災害活動センター 

大規模災害時等に、本市の各対策部及び関係機関（自衛隊、警察、消防、国、山口県等）が 

集結し、連携を図りながら活動するための室であり、平時は庁内会議用の会議室としての利

用を想定します。 

ウ 災害対策指令室 

災害対策本部長及び副本部長が指揮を執るための室であり、災害対応のほか、全ての執務

を行う市長室としての役割を想定します。

エ 防災危機管理課執務室 

防災危機管理課が執務を行うための室であり、事務機器等を設置する必要があります。 

また、災害時には災害警戒本部長の在席及び他部署からの応援要員の参集も想定されるこ

とから、防災危機管理課職員に加えて応援要員等が活動できるスペースの確保が必要です。 

埼玉県北本市ＨＰより

香川県高松市ＨＰより 愛知県新城市

茨城県日立市ＨＰより
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オ 防災行政無線放送室 

  同報系防災行政無線の親局等を設置し、放送を行うための室であり、災害時においても市

民への情報発信が可能な設備を備えておく必要があります。

カ システムサーバー室 

災害時の情報発信のために必要なインターネット接続系サーバーのほか、災害時にも行政

サービスを継続するために必要不可欠な基幹系事務のバックアップサーバーを設置する室で

あり、将来の機器更新に備えたスペースも確保しておく必要があります。また、常時、温度

管理が必要となります。 

キ 基幹型防災倉庫 

避難所への補給物資や災害対応要員用の備蓄に加え、調達物資の一次集積も可能な防災倉 

庫であり、車両等による物資の搬入出が容易な造りとする必要があります。 

なお、地域における備蓄機能についても併せて検討していく必要があります。

石川県金沢市ＨＰより
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■諸室等の利用イメージ（風水害の場合） 

平常時 警報等発表時 避難情報発令時 災害応急対応時

防災危機管理課執務室

防災行政無線放送室

災害対策指令室

災害対策本部会議室

その他諸室

災害活動センター 庁内会議室
として活用

システムサーバー室

機械設備

電気設備

非常用発電設備

諸室の区分

災
害
対
策
本
部
機
能

機
械
設
備
機
能

基幹型防災倉庫

状況に応じて利用

利用

基本的に利用しない

凡例
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（２）規模 

  防災指令拠点施設に必要と考えられる諸室の床面積については、先行事例を参考にしつつ、

本市の災害対応体制や関係各課との協議の結果、全体規模（延床面積）を 1,000～1,200 ㎡程度

と想定します。

  なお、諸室の床面積及び全体規模については、基本設計において詳細に検討し、必要に応じ

て変更します。

■諸室の床面積と全体規模の想定

室名 床面積 
災害時 

利用人数 
概要 

災害対策本部会議室 100～120 ㎡程度 30 人程度
・災害対策本部員が参集し、災害対応に

係る意思決定を行う室 

災害活動センター 130～150 ㎡程度 45 人程度

・各対策部と外部機関の応援要員が活動

する室 

・平時は会議室としての利用を想定 

災害対策指令室 30 ㎡程度 2人
・本部長及び副本部長が執務を行うため

の室 

防災危機管理課執務

室 
50～60 ㎡程度 8人程度

・防災危機管理課職員が常駐し、事務を

行う室 

防災行政無線放送室 30 ㎡程度 1人程度
・同報系防災行政無線の親局等を設置

し、放送を行う室 

システムサーバー室 60～70 ㎡程度 ─

・インターネット接続系サーバーや基幹

系事務のバックアップサーバーを設

置する室 

基幹型防災倉庫 100～130 ㎡程度 ─
・食料、飲料水等の備蓄及び調達物資等

の一次集積を行うための倉庫 

その他諸室 150～200 ㎡程度 ─
・小会議室、ガス消火設備機械室、更衣

室、トイレ、書庫等を想定 

廊下・階段等 必要面積を確保 ─ ・移動円滑化経路にエレベーターを設置

全体規模 
1,000～1,200 ㎡

程度 
90 人程度
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（３）階数 

防災指令拠点施設の整備に当たっては、あらゆる災害に的確に対応できる施設とするため、

必要な諸室の床面積を確保するとともに、連携の取れる配置とすることが求められます。

その上で、本庁舎の敷地面積が限られていることから、建築面積の縮減に努める必要があり

ます。

これらを踏まえて、階数については地上２階又は３階建てとします。

■施設の配置イメージ

１階建ての施設を配置したイメージ 

来庁者用も含めて、既存駐車場

の利用台数が大きく減少します。 

（建築面積：約 900 ㎡） 

２階又は３階建ての施設を配置した

イメージ 

既存駐車場をできる限り残すこと

ができます。 

（建築面積：約 500 ㎡） 

国道 

国道 
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３－４．諸室の配置要件 

（１）災害対応に係る諸室 

 災害対応の中枢となる「災害対策本部会議室」を中心に、「災害活動センター」、「災害対策指

令室」、「防災危機管理課執務室」及び「防災行政無線放送室」が綿密に連携できる配置とする

必要があります。

また、防災行政無線の放送を円滑に行うため、「防災行政無線放送室」と「防災危機管理課執

務室」は繋がりを持った配置とする必要があります。

このため、災害対応に係る諸室については、１フロアにまとめて配置することを基本としま

す。

（２）基幹型防災倉庫 

建物外部から直接物資の搬入出を行うための動線及び屋外の作業スペースを確保できる位置

に配置します。

（３）非常用発電設備・受変電設備・衛星アンテナ等 

設備の要である電源関係の設備機器類は、浸水等の影響を受けることのない位置に配置しま

す。

衛星アンテナ・テレビ受信用アンテナは屋上階に設置し、その他防災行政無線用アンテナは、

電波調査を実施の上、基本設計において高さや方策を確定させます。
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■諸室配置の要件 

災害対応に係る諸室

災害対策本部会議室

（100～120㎡程度）

情報共有・意思決定

災害活動センター

（130～150㎡程度） 

関係機関との調整・情報共有

災害対策指令室

（30㎡程度）

本部長及び副本部長が指揮

防災危機管理課執務室

（50～60 ㎡程度） 

担当課の執務室

防災行政無線放送室

（30㎡程度）

市民等への情報発信

連
携

その他諸室
（150～200㎡程度） 

廊下・階段等
（必要面積を確保）

システムサーバー室
（60～70 ㎡程度） 

基幹型防災倉庫
（100～130㎡程度） 

機械設備・

非常用発電設備等

基幹機能 その他

支援

※１フロアに配置
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３－５．構造 

（１）耐震安全性 

  耐震安全性については、国土交通省が定めた「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準におけ

る耐震安全性の目標」における最も安全性の高い性能（構造体：Ⅰ類、非構造部材：Ａ類、建築

設備：甲類）の確保を目標とします。

■耐震安全性の目標 

部位 分類 耐震安全制の目標 重要度係数 

構造体 

Ⅰ類 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用で

きることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能

確保が図られるものとする。 

1.5 

Ⅱ類 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を

使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能

確保が図られるものとする。 

1.25 

Ⅲ類 大地震動後、構造体の部分的な損傷は生じるが、全体の耐

力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が

図られるものとする。 

1.0 

建築 

非構造部材 

A類 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえ

で、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

B類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の

安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建築設備 

甲類 大地震動後の人命の安全確保と二次災害の防止が図られているとともに、大

きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標

とする。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標

とする。 

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修）」より
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（２）構造形式 

構造形式については、施設の高さや平面形状といった建築形態との整合性を考慮するとともに、施設整備にかかる費用や工期、建築物の維持管理にかかる費用等を総合的に評価し、耐震構造の採用を想定します。

なお、システムサーバー等の機器については、免震又は制震ラックを採用し、地震動による機器の損傷を防ぐ計画とします。

耐震構造 制振構造 
免震構造 
(基礎免震) 

構造 

建築物を支える柱、梁、壁等の強さと硬さで 
地震エネルギーを吸収する構造 

制振部材(ダンパー)が地震エネルギー 
を吸収する構造 

建築物と地盤の間を免震層で切り離し 
免震層で地震エネルギーを吸収する構造 

大地震時の 
揺れ方 

・非常に激しい揺れで立っていられない 
・上層階ほど揺れが大きくなる 
・固定されていない什器等の転倒、損傷が生じる 

・耐震構造よりは抑えられるが激しい揺れが生じる 
・上層階ほど揺れが大きくなる 
・固定されていない什器等の移動、転倒が生じる 

・建築物に伝わる揺れは小さく、ゆっくりとした揺れになる 
・各階とも揺れの程度は同じになる 
・什器等の移動、転倒はほとんどない 

大地震時に目標とする 
層間変形角 

1/150～1/100 程度 1/200～1/100 程度 1/400～1/300 程度 

建築形態との関係 
・上層階ほど揺れが大きくなるため、高層建築物には不利 
・低層建築物に有利な構造 

・上層階ほど揺れが大きくなるため、高層建築物には不利 
・高層建築物に有利な構造 
・告示免震を適用するためには、建築物の平面形状が長方形等
の整形である必要がある 

工事費 

1.00  1.02～1.05 1.03～1.08 

・制振部材と、制振部材周囲の構造体の補強が必要 
・免震層工事費、免震部材費、エキスパンションジョイント部
材費が必要 
・免震層に伴い根切深さが増す 

工 期

1.00  1.00  1.10～1.15 

・制振部材は構造体に組み込むため、工期は耐震構造と同等 
・免震層の構築と免震装置の取付けのための工期が必要 
・告示免震が適用されない場合には、さらに性能評価と大臣認
定の取得が必要 

建築物の維持管理 ・一般的な建築物の維持管理 ・一般的な建築物の維持管理 ・一般的な建築物の維持管理に加え、法定定期点検が必要 

総合評価 

◎ △ 〇 

・低層建築物に有利な構造 
・整備に係る工事費が最も少なく、工期は最も短い 

・工期は耐震構造と同程度であるが、整備に係る工事費は免震
構造と同程度必要となる 

・整備に係る工事費が最も高く、工期は最も長い 
・什器等の移動、転倒がほとんどなく、災害発生直後から防災
拠点としての機能を維持することが期待できる。 

地 震 動 地 震 動

制 振 部 材

免 震 部 材

地 震 動
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（３）構造種別 

本施設は低層かつ無柱の大空間を必要としない建築物であることから、一般的に工期が長く、

コストが高いとされる鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）ではなく、鉄筋コンクリート造（Ｒ

Ｃ造）又は鉄骨造（Ｓ造）を基本とし、耐災性及びコストや使いやすさ等を考慮して基本設計

時に合理的な選択をするものとします。 
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３－６．設備 

（１）非常用発電設備等 

外部からの電力供給が途絶した場合のバックアップ電源となる非常用発電設備については、

３日分の燃料備蓄により 72 時間連続対応可能であり、据付面積を最小化できるキュービクル式

で低騒音低公害型の設備を導入します。

また、３日を超えた場合でも、災害時の支援協定に基づく燃料供給を前提に最低７日間の連

続運転が可能な設備とします。 

なお、システムサーバー等に無停電電源装置を設置し、非常用発電設備が起動するまでの間

の電力を確保します。 

（２）排水設備 

災害時に下水道の使用ができなくなった場合においても、施設の機能が維持できるよう、７

日分の緊急排水槽等の設置を想定します。なお、平常時は、公共下水道へ放流し緊急時のみ配

管切替により利用します。

（３）空調設備 

24 時間空調が必要なシステムサーバー室をはじめ、部屋ごとに異なる使用時間や室内温熱環 

境ごとのゾーニングの容易さを考慮して、電気式個別パッケージエアコン方式の採用を想定し

ます。 

（４）消火設備 

システムサーバー室には万が一の火災に備え、機器やデータに損傷のない不活性ガス消火設

備の設置を検討します。

（５）セキュリティ設備

本施設の夜間及び無人時の警備上の対応としては、機械警備の導入を前提とした配管等を計

画します。

さらに、システムサーバー室は全庁舎のセキュリティ上の最重要室であるため、入退出の管

理を厳密に行なえるセキュリティエリアとして計画します。
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３－７．総合防災情報システム 

総合防災情報システムは、各自治体により多様な形態がありますが、一般的に、台風・高潮・

豪雨・土砂災害・地震・津波等の自然災害や緊急対処事態における自治体の災害対応を支援し、

被害の軽減や住民の安全と安心の確保に寄与するもので、地図情報を活用し、災害関連情報の一

元的な集約、庁内における情報共有を可能にするとともに、ワンオペレーションで伝達する仕組

みなどを有するシステムです。

近年、自然災害が大規模化、多発化している中、災害対応を迅速かつ的確に行うため、防災指

令拠点施設の整備に併せて、国のシステム開発等の動向を注視しながら、次の一般的な機能を備

えつつ、最新の防災関連技術を活用したシステムを構築するとともに、災害対策本部会議室等で

収集した災害関連情報を一括表示するマルチモニターを導入します。また、インターネット回線

の切断等にも対応できるよう、非常時における衛星回線等の使用も想定したシステム構成を検討

します。

■総合防災情報システムの一般的な機能

（その他の機能） 

 〇救援物資・備蓄物資管理  

〇職員参集・安否確認 

◇情報収集 

気象台や山口県土木防災情報システム等から、雨量、河川水位、潮位、気圧、震度など

の数値情報や注意報・警報、土砂災害警戒情報、洪水予報など、気象に関する注警報等の

情報を収集し、一元管理する機能。

◇情報共有 

職員からの現地情報や市民からの通報内容等、登録した情報を地図上に表示し、被災状

況や対応状況を職員間で共有する機能。また、避難所の開設・閉鎖状況や避難者数等を管

理するとともに、一覧表等を出力する機能。

◇情報分析 

雨量や河川水位、潮位等の情報解析に基づく予測（地震については、事前の予測は困難

とされている。）などにより、基準を超過した場合はアラート表示する機能。また、被害情

報を集計し、県、消防庁への報告様式等に出力する機能。

◇情報発信 

防災行政無線や市メール配信サービス、ホームページ、エリアメール、フェイスブック

などとの連携を図ることにより、複数のメディアにワンオペレーションで情報を発信する

機能。
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■総合防災情報システムのイメージ 

■マルチモニターのイメージ 

新潟県長岡市提供 

情報収集 

◆気象・観測情報 

※基準超過はアラート

表示 

◆現地情報 

◆通報情報 

◆避難所情報 

情報共有 

収集された情報を一元管理し、

地図上に表示 

マルチモニター・各端末で情報

共有可能 

情報分析 

データ解析による発令判断支援

集計表・報告書への出力 

情報発信 

複数のメディアによる住民への

情報一括配信 

・防災行政無線 

・市メール配信サービス 

・ホームページ 

・エリアメール 

・フェイスブック 等 
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■総合防災情報システムを導入することにより期待される効果 

機能 現状 期待される効果 

情報収集 防災危機管理課職員が個別にイン

ターネット上を巡回して情報を収

集している。 

災害時に注視すべき気象情報等、災害

状況の把握に必要な情報を収集すると

ともに、収集した情報をマルチモニタ

ーに表示することで、情報の把握遅れ、

見逃し等がなくなる。 

情報共有 被害情報、避難所情報は必要所管へ

紙で連絡。防災危機管理課に被害情

報等の報告が上がるまでに時間を

要する。現場の情報は、一旦職場に

戻ってからまとめたものを報告し

ている。 

各端末から入力・閲覧ができるため、

現場の情報も含めた被害情報、避難所

情報などのリアルタイムでの情報共有

が可能となる。また、自動集計機能や

情報の自動連携機能により、手作業に

よる集計や転記の手間が省かれ、短時

間で情報共有できる。 

情報分析 雨量や水位等の情報に加え、職員の

経験則等を基に行っている。 

コンピューターのデータ解析に基づく

洪水や高潮、土砂災害の危険度の高ま

りに関する予測等（地震については予

測困難。）により、避難情報発令に対す

る発令判断支援が可能となる。 

情報発信 防災行政無線や市メール配信サー

ビス、フェイスブック、県への報告

システム等を個別に入力している。

入力の集約が可能な情報伝達手段につ

いて、システムと連携させることで、

職員の入力に係る負担軽減が図られる

とともに、情報発信に係るタイムラグ

の減少につながる。 

※機能・設備の選定について 

「第３章 整備計画」に示す機能・設備については、現時点で想定されるものであり、 

基本設計において、最新の機能・設備の導入を基本に、費用対効果も含めて精査を行い 

ます。 
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４－１．概算事業費 

防災指令拠点施設の整備に係る概算事業費（設計費、移設費等を除く。）は次のとおりです。

この概算事業費は、あくまでも現時点での想定金額であり、今後の詳細な設計や社会情勢等に

より変動する可能性があります。

なお、可能な限り事業費の低減化を図ります。

■概算事業費 

概算事業費（税込） 

建築整備費 約４億円 

設備整備費 約２億６千万円～約２億９千万円 

外構整備費 約１千万円～約２千万円 

合計 約６億７千万円～約７億１千万円 

 ※上記は施設規模を 1,200 ㎡とした場合の概算事業費であり、面積によって変動します。

 ※建築整備費には、建築工事費、内装費、什器・備品費等を含んでいます。
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４－２．財源 

新たな防災指令拠点施設の整備に係る財源としては、合併特例債（発行期限：令和６年度）の

活用を基本に、国庫補助事業等についても活用を検討します。

このうち合併特例債は、合併市町村が新市建設計画に基づいて行う一定の事業や基金造成に要

する経費に充当できる地方債であり、合併特例債の返済（元利償還金）の一部について、国から

財政的な支援（交付税措置）を受けることができます。

なお、合併特例債は、地方単独事業のみならず、国庫補助事業に係る地方負担額にも充てるこ

とができます。

■合併特例債活用のイメージ 

財源
内訳

一般
財源

借入金
（対象事業費の95％）

負担額
内訳

一般
財源 借入金元金償還額 利子

市実質負担額 交付税措置
（元利償還額の70％）
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４－３．整備スケジュール 

新たな防災指令拠点施設の整備スケジュールは、防災指令拠点等の整備を行っている先行事例

等のスケジュールを参考とした場合、最短でおおむね次表のとおりとなります。

■整備スケジュール

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本構想

基本計画

基本・実施設計

建築確認申請等

建設工事

機能移転



参 考 
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１ 諸室の整備イメージ ２階建て案 

（１）レイアウト 

屋上のレイアウト 

１階のレイアウト 

２階のレイアウト 



参考
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（２）外観イメージ 

本庁舎 

防災指令拠点施設



参考 
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２ 諸室の整備イメージ ３階建て案 

（１）レイアウト 

３階のレイアウト 

１階のレイアウト 

２階のレイアウト 



参考
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（２）外観イメージ 

本庁舎 

防災指令拠点施設
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３ 用語の解説

用語 解説

エキスパンションジョイント

部材 

（ここでは、基礎免震構造にお

ける部材のことを示します。）

地震時に建物の動きを周辺に伝達させないようにするための

伸縮性のある部材（床等）のことを言います。 

キュービクル式 

（ここでは、キュービクル型発

電機のことを示します。） 

運転に必要な装備をすべてキュービクルと呼ばれる金属製の

箱に収納した発電機のことを言います。機器間の配線・配管

等が不要となり、据付面積を最小化できるので専用の発電機

室を設ける必要が無く、屋上などに設置できます。

地域イントラネット 市町村が地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図

るために学校、図書館、公民館、役場等を高速・超高速のネッ

トワークで接続する地域公共ネットワークのことを言いま

す。 




